
交通事故は、いつ誰が当事者になるか分から
ないものです。
「自分は大丈夫。」そんな事はありません。
交通事故を起こさない・遭わないために、実際

に起きている交通事故の原因を確認し、未然防
止に努めましょう！

北 の ひ ろ め ～ る
ストップ・ザ・交通事故
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寿都警察署交通係
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